
№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

1
審査請求に係る調
査について(回答)

（２ページ目）
施行文案
記書きの「２」（１）

審査請求人の住所、氏名及び年齢
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

2
審査請求に係る調
査について(回答)

（２ページ目）
施行文案
記書きの「２」（４）（５）

審査請求の理由
条例第７条
第２号

審査請求に至った理由が記載
されており、特定の個人を識
別することはできないが、公に
することでなお個人の権利利
益を侵害するおそれがあるた

3
審査請求に係る調
査について(回答)

（３ページ目）
決定原義
記書きの「３」（１）

保護開始年月日
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

4
審査請求に係る調
査について(回答)

（４ページ目）
保護開始決定通知書
(控)

ケース番号、住所、世帯主氏名
1　保護の種類・程度及び方法　のうち
　　程度
　　介護費本人支払額
　　医療費本人支払額
２　保護を開始したとき
３　保護をきめたわけ　のうち
　　世帯の保護基準
　　収入認定額
追加支給額（内訳・合計）

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

5
審査請求に係る調
査について(回答)

（６ページ目）
保護変更決定通知書
(控)

ケース番号、住所、世帯主氏名
1　保護の種類・程度及び方法　のうち
　　程度
　　本人支払額
　　介護保険料
　　介護費本人支払額
　　医療費本人支払額
３　保護をきめたわけ　のうち
　　世帯の保護基準
　　収入認定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

6
審査請求に係る調
査について(回答)

（８ページ目）
保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

7
審査請求に係る調
査について(回答)

（８ページ目）
保護決定調書

氏名、生活基準、住宅基準、教育基
準、生業基準、各基準の計、収入認定
額、収入認定額算出内訳、扶助決定
額、本人支払額、施設事務費、一時扶
助、８月分支給額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

8
審査請求に係る調
査について(回答)

（９ページ目）
生活基準額計算根拠

調書番号、地区名、ケース番号、世帯
主名

NO、名前、性別、年齢、基準(生活、級
地、冬)、基準額①(第一類費、第二類
費)、基準額②(第一類費、第二類費)、
日用品費等、計算根拠、新計算外基準
額(ア)、

新基準計算根拠(イ)　のうち
　【基準額①】及び【基準額②】の各第１

条例第７条
第2号

特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

9
審査請求に係る調
査について(回答)

（１０ページ目）
審査請求に係る調査
について(照会)

審査請求人の氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

10
審査請求に係る調
査について(回答)

（１１ページ目）
審査請求書

提出日、審査請求人の住所、氏名、印
鑑、年齢、処分に対して私が言いたい
こと、第２「審査請求の理由」

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

11
審査請求に係る調
査について(回答)

（１２ページ目）
保護変更決定通知書

ケース番号、住所、世帯主氏名
1　保護の種類・程度及び方法　のうち
　　程度
　　本人支払額
　　介護保険料
　　介護費本人支払額
　　医療費本人支払額
３　保護をきめたわけ　のうち
　　世帯の保護基準
　　収入認定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

別紙１①（25西福第3307号）非開示部分及び非開示理由

1



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

1

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（２ページ目）
弁明書

・１１行目の一部
・１６行目～１７行目の一部
・１９行目～２０行目の全部
・２１行目の一部
・２２行目の全部
・２３行目の一部
・２５行目～３０行目の記号を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

2

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３ページ目）
弁明書

・１行目～３行目の記号を除く部分
・５行目～１０行目の記号を除く部分
・１２行目～１６行目の記号を除く部分
・１８行目の全部
・１９行目の一部
・２２行目～２３行目の一部
・２６行目の一部
・２７行目～２８行目の全部
・２９行目～３１行目の一部

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

3

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（４ページ目）
弁明書

・５行目～１１行目の記号を除く部分
・１２行目の一部
・１４行目～１９行目の記号を除く部分
・２０行目の一部
・２１行目～２２行目の記号を除く部分
・２３行目の一部
・２４行目～２９行目の記号を除く部分
・３０行目の一部
・３２行目～３３行目の記号を除く部分
・３４行目の一部
・３５行目～３６行目の記号を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

4

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（５ページ目）
弁明書

・１行目～７行目の全部
・８行目～９行目の記号を除く部分
・１０行目の一部
・１２行目の記号を除く部分
・１３行目の一部
・１４行目の記号を除く部分
・１５行目の一部
・１６行目の記号を除く部分
・１７行目の一部
・１９行目～２１行目の記号を除く部分
・２２行目の一部
・２４行目～２８行目の記号を除く部分
・２９行目の一部
・３１行目～３３行目の記号を除く部分
・３４行目の一部
・３６行目の記号を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

5

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（６ページ目）
弁明書

・１行目～５行目の全部
・６行目の一部
・８行目～９行目の記号を除く部分
・１０行目の一部
・１２行目～１４行目の記号を除く部分
・１５行目の一部
・１６行目～１７行目の記号を除く部分
・１８行目の一部
・１９行目～２２行目の記号を除く部分
・２３行目の一部
・２６行目～２９行目の記号を除く部分
・３０行目の一部
・３２行目の記号を除く部分
・３３行目の一部
・３４行目～３５行目の記号を除く部分
・３６行目の一部

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

6

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（７ページ目）
弁明書

・２行目の記号を除く部分
・３行目の一部
・５行目の一部
・７行目～１２行目の記号を除く部分
・１３行目の一部
・１４行目～２９行目の記号を除く部分
・３０行目の一部
・３２行目～３４行目の全部

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

別紙１②（27西福第3656号）非開示部分及び非開示理由
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№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１②（27西福第3656号）非開示部分及び非開示理由

7

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（８ページ目）
弁明書

・１行目～６行目の全部
・７行目の記号を除く部分
・８行目の一部
・１０行目の一部
・１１行目の全部
・１２行目の一部

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

8

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（９ページ目）
弁明書

・６行目の一部
・７～８行目の全部
・９行目～１６行目の記号を除く部分
・１８行目の一部
・１９行目の全部
・２４行目の記号を除く部分
・３１行目の記号を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

9

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（１０ページ目）
証拠書類１　保護開
始決定通知書（控）

調書番号、住所、氏名、文書番号、日
付け、１保護の程度、介護費本人支払
額、医療費本人支払額、２保護開始年
月日、３世帯の保護基準、収入認定
額、保護開始理由

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

10

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（１２ページ目）
証拠書類２

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

11

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（１３ページ目）
証拠書類２

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

12

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（１４ページ目）
証拠書類２

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

13

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（１８ページ目）
証拠書類４
返還金決定通知書

宛名、文書番号、年月日、返還金を決
定した理由、返還対象額、算出内訳、
返還案免除額、返還決定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

14

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

(27ページ目）
証拠書類７
別冊問答集《抜粋
写し）

全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

15

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

(28ページ目）
証拠書類７
別冊問答集《抜粋
写し）

全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

16

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（30ぺージ目）
甲１号証
返還金決定通知書

宛名、文書番号、年月日、返還金を決
定した理由、返還対象額、算出内訳、
返還案免除額、返還決定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

17
審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回

（３１ページ目）
証拠書類８

全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

18
審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回

（３２ページ目）
証拠書類８

全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため
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№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１②（27西福第3656号）非開示部分及び非開示理由

19
審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回

（３３ページ目）
弁明書及び関係資料
の提出について

審査請求人氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

20

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３４ページ）
審査請求書

・日付
・審査請求人住所、氏名、年齢
・審査請求代理人住所、氏名、電話番
号、ＦＡＸ番号
・審査請求に係る生活保護費返還決定
処分年月日
・審査請求に係る処分があったことを
知った日

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

21

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３４ページ目）
審査請求書

・日付
・審査請求人代理人印影

条例第７条
第４号

犯罪の予防、鎮圧捜査、公訴
の維持、刑の執行その他の公
共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼす恐れがあるため

22

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３５ページ目）
審査請求書

・７行目の一部
・８行目～９行目の全部
・１１行目～２３行目の記号を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

23

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３６ページ目）
審査請求書

・記号を除く部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

24

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３７ページ目）
審査請求書

・記号を除く部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

25

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３８ページ目）
審査請求書

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

26

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（３９ページ）
審査請求書

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

27

審査請求に係る弁
明書及び関係書類
の提出について（回
答）

（４１ページ）
返還金決定通知書

宛名、文書番号、年月日、返還金を決
定した理由、返還対象額、算出内訳、
返還案免除額、返還決定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

4



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

1

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２ページ目）
２７西福第４５３１号平
成２７年１１月２０日訴
訟資料の調査につい
て（回答）（案）

導入文の一部、本文の一部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

2

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３ページ目から４
ページ目）
２７西福第４５３１号平
成２７年１１月２０日訴
訟資料の調査につい
て（回答）案

本文の一部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

3

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５ページ目から７
ページ目）
２７西福第４５３１号平
成２７年１１月２０日訴
訟資料の調査につい
て（回答）案

本文のうち、項目番号、「本件処分の違
法性」の見出し及び記載事実認否の結
論を除く部分

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

4

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（８ページ目から１０
ページ目）
２７西福第４５３１号平
成２７年１１月２０日訴
訟資料の調査につい
て（回答）案

本文の一部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

5

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１０ページ目）
２７西福第４５３１号平
成２７年１１月２０日訴
訟資料の調査につい
て（回答）案文

証拠書類（２）
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

6

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１２ページ目）
証拠書類（１）
保護開始決定通知書
（控）（写し）

調書番号、住所、氏名、文書番号、日
付け、
１保護の程度、介護費本人支払額、医
療費本人支払額
２保護開始年月日
３世帯の保護基準、収入認定額、保護
開始理由

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

7

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１３ページ目）
証拠書類（２）

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

8

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１４ページ目）
証拠書類（２）

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

9

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１５ページ目）
証拠書類（２）

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

5



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

10

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１６ページ目）
証拠書類（３）
第３号様式（第２条関
係）保護決定調書

ふりがな、世帯主氏名、居住地（現在
地）、地区名、世帯番号、金融機関名、
民生児童委員名

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

11

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１７ページ目）
証拠書類（３）
様式第４号（第２条関
係））保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所、氏名（年齢）、生活基準、住宅基
準、教育基準、生業基準、生・住・教・
生業計、収入認定額、収入認定額算出
内訳、扶助決定額、本人支払額、施設
事務費、一時扶助、１１月分支給額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

12

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１８ページ目）
証拠書類（３）
様式第４号（第２条関
係））保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所、氏名（年齢）、生活基準、住宅基
準、教育基準、生業基準、生・住・教・
生業計、収入認定額、収入認定額算出
内訳、扶助決定額、本人支払額、施設
事務費、一時扶助、１２月分支給額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

13

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（１９ページ目）
証拠書類（３）
様式第４号（第２条関
係））保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所、氏名（年齢）、生活基準、住宅基
準、教育基準、生業基準、生・住・教・
生業計、収入認定額、収入認定額算出
内訳、扶助決定額、本人支払額、施設
事務費、一時扶助、１２月分支給額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

14

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２０ページ目）
証拠書類（３）
様式第４号（第２条関
係））保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所、氏名（年齢）、生活基準、住宅基
準、教育基準、生業基準、生・住・教・
生業計、収入認定額、収入認定額算出
内訳、扶助決定額、本人支払額、施設
事務費、一時扶助

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

15

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２１ページ目）
証拠書類（３）
様式第４号（第２条関
係））保護決定調書

調書番号、ケース番号、世帯主氏名、
住所、事由、氏名（年齢）、生活基準、
住宅基準、教育基準、生業基準、生・
住・教・生業計、収入認定額、収入認定
額算出内訳、扶助決定額、本人支払
額、施設事務費、一時扶助、過支給額
及び処理方法、８月分支給額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

16

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２２ページ目）
証拠書類（４）
保護金品支給台帳

地区、ケース番号、世帯主氏名、住所、
支給年月日（自）及び（至）、表・支給年
月、支給年月日、定例追給区分、生活
扶助、住宅扶助、教育扶助、生業扶
助、一時扶助、合計、備考

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

17

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２３ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

開始年月日、世帯番号、氏名、ふりが
な、担当年度

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

18

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２４ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

6



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

19

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２５ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

20

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２６ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

21

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２７ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

22

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２８ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

23

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（２９ページ目）
証拠書類（５）
ケース記録（抜粋、写
し）

記事部分
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

24

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３０ページ目）
証拠書類（６）
返還金決定通知書

宛名、文書番号、年月日、返還金を決
定した理由、返還対象額、算出内訳、
返還案免除額、返還決定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

25

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３１ページ目）
証拠書類（７）
戸籍謄本、住民票及
び貸室賃貸借契約書
（写し）

戸籍謄本の全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

26

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３２ページ目）
証拠書類（７）
戸籍謄本、住民票及
び貸室賃貸借契約書
（写し）

戸籍謄本（附票）の全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

27

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３３ページ目）
証拠書類（７）
戸籍謄本、住民票及
び貸室賃貸借契約書
（写し）

住民票の全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

7



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

28

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３４ページ目）
証拠書類（７）
戸籍謄本、住民票及
び貸室賃貸借契約書
（写し）

住民票の全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

29

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３５ページ目）
証拠書類（７）
戸籍謄本、住民票及
び貸室賃貸借契約書
（写し）

貸室賃貸借契約書の全部 条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

30

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（３７ページ目）
証拠書類（８）
生活保護運用事例集
（抜粋　写し）

抜粋ページの全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

31

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（４８ページ目）
証拠書類（１２）
生活保護手帳　別冊
問答集（抜粋　写し）

抜粋ページの全部
条例第７条
第２号

他の情報と照合することによ
り、特定の個人を識別できるも
のであるため

32

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５２ページ目）
総務局訴務担当部長
発出、訴訟資料の調
査について（照会）

原告氏名、事件名、事件番号
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

33

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５４ページ目）
第１回口頭弁論期日
呼出状及び答弁書催
告状

事件番号、事件名、原告
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である

34
訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ

（５５ページ目）
訴状

原告訴訟代理人氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

35

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５５ページ目）
訴状

原告訴訟代理人印影
条例第７条
第４号

犯罪の予防、鎮圧捜査、公訴
の維持、刑の執行その他の公
共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼす恐れがあるため

36

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５５ページ目）
訴状 訴訟物の額及び貼用印紙代の額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

37

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５５ページ目）
訴状

訴訟の趣旨の処分年月日
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

38

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５５ページ目）
訴状 訴訟の原因のはじめにの本文

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

8



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

39

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５６ページ目）
訴状

・１行目～８行目
・１０行目
・１３行目～２３行目

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

40

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５７ぺージ目）
訴状

・１行目～２０行目
・２１行目の一部
・２２行目

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

41

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５８ぺージ目）
訴状

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

42

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（５９ぺージ目）
訴状

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

43

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６０ぺージ目）
訴状

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

44

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６１ぺージ目）
訴状

全部
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

45

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６２ぺージ目）
訴状

・１行目～１４行目
・１５行目の一部
・１６行目～２４行目

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

46

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６３ぺージ目）
訴状

・１行目
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

47

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６４ぺージ目）
当事者目録

・原告　住所、氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

9



№ 公文書の件名
開示しない情報を含

む部分
開示しない部分 根拠規定 当該規定を適用する理由

別紙１③（27西福第4531号）非開示部分及び非開示理由

48
訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ

（６４ぺージ目）
当事者目録

・原告訴訟代理人　住所、氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

49

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６５ぺージ目）
原告準備書面（１）

・事件番号
・原告氏名

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

50
訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ

（６５ぺージ目）
原告準備書面（１）

・原告訴訟代理人氏名
条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため

51

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６５ぺージ目）
原告準備書面（１）

・原告訴訟代理人印影
条例第７条
第４号

犯罪の予防、鎮圧捜査、公訴
の維持、刑の執行その他の公
共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼす恐れがあるため

52

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６７ぺージ目）
証拠説明書（１）

・事件番号
・原告氏名
・原告訴訟代理人氏名
・甲２及び甲３の立証趣旨

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

53

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６７ぺージ目）
証拠説明書（１）

・原告訴訟代理人、氏名、印影
条例第７条
第４号

犯罪の予防、鎮圧捜査、公訴
の維持、刑の執行その他の公
共の安全と秩序の維持に支障
を及ぼす恐れがあるため

54

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（６８ぺージ目）
甲１号証
返還金決定通知書

宛名、文書番号、年月日、返還金を決
定した理由、返還対象額、算出内訳、
返還案免除額、返還決定額

条例第７条
第２号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

55

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（７７ページ目）
甲２号証
裁決書（審査請求）

全部
条例第７条
第３号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため

56

訴訟資料の調査に
ついて(回答)及び関
係資料の提出につ
いて

（７８ぺージ目～８４
ページ目）
甲３号証
裁決書（再審査請求）

全部
条例第７条
第３号

特定の個人を識別できるもの
であるため
特定の個人を識別できる情報
及び特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすること
でなお個人の権利利益を侵害
するおそれのある情報である
ため
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